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昨年よりタイ国際貿易センター（International Trading Center : ITC）は従来の国際調達事務所（International 

Procurement Office：IPO）の優遇措置を新たに拡大することにより、タイでの ITC 誘致の競争力を高めることを狙い

としています。今回の公表された要旨を以下に取りまとめました。 

 

国際貿易センター（ITC）は海外の法律で設立された法人に対し、商品、原材料、部品を購入・販売、並びに貿易に

関連するサービスの提供を目的とする、タイの法律で設立された会社です。 

【対象となるサービス】 

1） 商品の調達、2）出荷までの商品の保管、3）商品の梱包、4）商品の輸送、5）商品に係る保険、6）商品に関するアドバイス、技術サービス、トレーニング、

7）歳入局長が規定したその他のサービス 

【優遇を受ける為の条件及び BOIの優遇内容】 

条件 BOI の優遇内容 

1. 払込登録資本は１，０００万バーツ以上なければならない。 

2. タイ国内における受領者に対する一般管理費の最低額は年間１，５００万バーツ。 

* ITC がいずれの会計年度において以上の条件を満たすことができなければ、該当の会計年度におい

て駐在員の税的恩典を含み、企業の税的恩典を受理する資格を失うことになります。 

* 既存の IPO の投資奨励を受けて販売・調達活動を行っている法人についても、ITC の投資奨励へ切り

替え可。 

１. 外国人が過半数または全数の株式を保有することを認める。 

２. 奨励事業に外国人技術者及び専門家の導入を許可する。 

３.  外国人が土地所有を許可する。 

４. 機械の輸入関税を免除する。 

５. 輸出向け製品用の原材料・部品の輸入税を免除する。 

財務省による優遇税制措置 対象範囲 備考 

I. 法人所得税を免税 ・オフショア貿易および関連サービスのよる収入 優遇税制措置を付与された事業年度から 15

事業年度 1.1 タイ関税法に基づく積み換え、通貨貨物、Out－Out 貿易による収入 

1.2 タイ国企業に対し、国際貿易関連サービスの提供による収入 

II. 源泉税を免税 ・海外の法人が受ける所得   

2.1 ITC からの配当金（上記の ITC の免税所得から支払われたもの）   

III. 個人所得税を 15％課税 3. ITC の外国人社員（常勤）の個人所得税   

【ITC と IPO の相違点】 

  ITC IPO 

(国内／海外による）商品の購入・調達 ・原材料、部品および半製品 ・原材料、部品および半製品 

  ・完成品   

国内における商品販売 ・別の商品に組立/製造する製造業者へ販売（In-In / Out-In)   

  ・最終消費者（End-users) に対する小売/直接販売ではないこと   

海外への商品販売 ・国内から調達した商品を海外へ輸出（In-Out) ・国内から調達した原材料、部品および半製品を海外へ輸出（In-Out) 

  ・タイに入国せず、海外商品を購入・販売（Out-Out)   

その他奨励条件   ・倉庫を所有（賃借可）し、コンピューターによる在庫管理をすること 

  N/A ・商品の調達、品質検査、梱包プロセスを有すること 

    ・国内を含む複数の調達先を有すること（国内の調達先は 10％以上） 

 


